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今回は４つの計画案について、皆さんからの意見を募集します。
計画案 概　　　　要 担当課・意見の提出先

①第４期障害福祉
　計画

　障害福祉サービス等が計画的に提供されるよう、
平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間における
障害福祉サービス等に関する数値目標の設定および
各年度のサービス需要を見込むとともに、サービス
の提供体制の確保や推進を図るための計画案です。

〒 037-8686
五所川原市字岩木町 12 番地
福祉部家庭福祉課
内線 2431　FAX35-9901
1410pbc@city.goshogawara.lg.jp

②子ども・子育て
　支援事業計画

　子ども・子育て支援に係る教育・保育や地域子ど
も・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保
とその実施時期等を盛り込んだ平成 27 年度から平
成 31 年度までの５年間の計画案です。

〒 037-8686
五所川原市字岩木町 12 番地
福祉部家庭福祉課
内線 2437　FAX35-9901
1411pbc@city.goshogawara.lg.jp

③第２次五所川原市
　行政改革大綱【前期】
　および五所川原市
　行政改革実施計画

　新市発足以降の 10 年間、五所川原市行政改革大
綱の下、行政改革に取り組んできましたが、人口減
少、少子高齢化が進行する中、時代に即した行政需
要に的確に対応し、市民サービスのより一層の向
上を図るため、限られた財源の中で最大限の効果が
発揮できるよう平成 27 年度から平成 36 年度までの
10 年間も引き続き行政改革を推進します。
　今回は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年
間を対象とした大綱案と計画案です。

〒 037-8686
五所川原市字岩木町 12 番地
総務部総務課
内線 2112　FAX35-3617
1409pbc@city.goshogawara.lg.jp

④五所川原市いじめ
　防止基本方針

　いじめ防止対策推進法並びに国のいじめの防止等
のための基本的な方針および青森県いじめ防止基本
方針に基づき、いじめの防止等の取組を市全体で円
滑に進め、すべての子供の健全育成およびいじめの
ない子供社会の実現を目指すために策定する基本方
針案です。

〒 037-0202
五所川原市金木町朝日山 319-1
教育委員会指導課
内線 3313　FAX53-2995
1412pbc@city.goshogawara.lg.jp

計画案の公表・意見募集期間
①②　２月25日㈬～３月17日㈫
③　　３月３日㈫～３月24日㈫
④　　２月25日㈬～３月26日牙

閲覧場所　市役所・各総合支所行政資料スペース、
　市ホームページまたは担当課
＊資料の写しを希望する場合は、実費を負担していた
　だきます。また、資料郵送の申込みも可能です。
意見の提出について
・様式は任意とし、使用する言語は日本語とします。
・郵便、FAXまたは電子メールによるものとします。
・住所、氏名（法人等の場合は、その名称・事務所所
　在地等の連絡先・代表者名）を記載してください。

・住所、氏名の記載がない場合は、提出意見として取
　り扱わないこともあります。
・意見内容を確認することがありますので、電話番号
　を記載してください。

提出された意見について
　市の意見を付して、公表する予定です。公表にあ
たっては、提出者の住所・氏名は公表しませんが、意
見の内容を簡単に取りまとめる予定です（類似の意見
は、まとめて公表することもあります）。
　なお、賛成、反対のみの意見については、その件数
は公表しますが、案そのものが市の意見ですので、改
めて考え方を公表することはしません。

パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します
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